
青森県津軽海峡地区外漁場モニタリング調査業務委託 応募要領 

 

１ 業務番号 

８漁場調査第２号 

 

２ 業務名 

青森県津軽海峡地区外漁場モニタリング調査業務委託 

 

３ 業務の目的 

本業務は、水産環境整備事業により整備した、魚礁漁場及び育成場の釣獲調査を行い、

整備効果を把握するとともに、今後の漁場整備や、漁場の適切な利用・管理に活用する 

基礎資料を整理するものである。 

 

４ 業務の内容 

業務委託仕様書のとおり。 

 

５ 履行期限 

令和９年１月２９日（金） 

 

６ 応募資格 

 公募に応募できる者は、次の（１）及び（２）の全てに該当する者とする。 

（１）対象者 

民間事業者、独立行政法人、地方独立行政法人、国公立大学法人、学校法人、認可法

人、一般社団法人及び民間団体（公益法人を含む。）のいずれかに該当する者、又はこ

れらの２以上の法人から構成される共同グループ（以下「共同グループ」という。）。 

（２）参加資格 

次に掲げる事項の全てに該当する者（共同グループの場合は、グループを構成する全

ての者が、全ての項目に該当すること。）。 

ア 青森県内に本店、支店又は営業所等を有していること。 

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項に該当しない者で

あること。 

ウ 青森県財務規則（昭和 39 年３月青森県規則第 10 号）第 128 条の規定による一般競

争入札に参加できない者でないこと。 

エ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしている

者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと、又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始

の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

オ 国又は地方公共団体との契約に関して、指名停止の措置を参加表明書の提出期限日

から企画提案書の提出期限日までの間に受けていない者であること。 

カ 青森県建設業者等指名停止要領（昭和 60 年６月１日施行）に基づく知事の指名停

止の措置を参加表明書の提出期限日から企画提案書の提出期限日までの間に受けて



いない者であること。 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第６号に規定する暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していない者であるこ

と。 

 

７ 参加表明書に関する事項 

（１）提出方法 

本業務の受託を希望する者は、様式第１号「参加表明書」を１３の「応募・照会等   

窓口」に持参又は郵送により提出すること。（提出期間内に必着のこと。） 

（２）提出期間 

ア 令和８年６月１８日（木）から令和８年６月２９日（月）まで 

イ 提出は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する祝日、 

   日曜日、土曜日及び県の年末年始の休日（以下「休日等」という。）を除く午前８時 

３０分から午後５時１５分までとする。 

 

８ 企画提案書の作成、提出等 

（１）７の参加表明書を提出した者は、次の項目を内容とする企画提案書を作成するもの 

とする。 

なお、企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。 

ア 参加表明者における過去１０年間の同種業務の実績 

過去１０年間とは平成２８年度から令和７年度までをいい、同種業務とは、国又は 

地方公共団体から受託した「釣獲による造成漁場の整備効果調査」の業務をいう。 

イ 配置予定主任担当者の経験 

業務に携わる予定主任担当者について、過去１０年間の同種業務の担当実績を記載 

する。 

ウ 見積書（積算内訳） 

本業務に係る見積書（積算内訳）を作成する。 

エ その他参考となる資料 

（２）提出方法 

様式第２号により、作成した企画提案書を１３の「応募・照会等窓口」に郵送または 

持参により１部提出すること。（提出期間内に必着のこと。） 

ただし、提出する企画提案書は、１者につき１点に限る。 

（３）提出期間 

ア 令和８年６月３０日（火）から令和８年７月６日（月）まで。 

イ 提出は、休日等を除く毎日午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

 

９ 企画提案書を特定するための評価基準（別添「評価基準及び留意事項」参照） 

（１）参加表明者の業務実績 

（２）配置予定主任担当者の経験 

（３）見積額の評価 

 



１０ 契約候補者の特定等 

（１）青森県水産土木建設業指名委員会建設業者等選定部会（以下「選定部会」という。） 

において、応募資格や、提出された企画提案書を９の評価基準に基づいて審査し、特 

定した企画提案書の提出者を契約候補者とする。なお、審査は、非公開とする。 

 

（２）評価点の合計が最も大きい者が２者以上あるときは、見積額が低い者を契約候補者 

とする。この見積額も同額の場合は、次のア、イの順に評価事項の評価点が高い者を 

契約候補者とする。 

ア 参加表明者の業務実績 

イ 配置予定主任担当者の経験 

また、上記により同一の評価結果となった場合は、くじ引きにより契約候補者を決定 

する。 

（３）評価点の合計が０点の場合は、契約候補者にしないこととする。 

（４）審査評価結果は、企画提案書を提出した者に令和８年７月 10 日（金）までに通知す

る。 

（５）契約候補者に特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して 

５日（休日等を除く。）以内に知事に対し、契約候補者に特定されなかった理由を書面 

（様式任意）により１３の「応募・照会等窓口」に提出し、説明を求めることができる。 

なお、受付時間は休日等を除く毎日午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

（６）知事は、契約候補者に特定されなかった理由の説明を求められたときは、説明を求 

めることができる最終日の翌日から起算して３日以内（休日等を除く。）に書面により 

回答する。 

 

１１ その他 

（１）参加表明書を提出しなかった者は、企画提案書を提出することができない。 

（２）参加表明書及び企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担する。 

（３）提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 

（４）参加表明書及び企画提案書は、本業務に係る事務手続き以外の目的で提出者に無断で

使用しない。ただし、提出された書類は、青森県情報公開条例（平成１１年１２月２

４日青森県条例第５５号）に基づき、同条例が規定する個人情報及び法人等情報など

非開示とすべき箇所を除き、公表する場合がある。 

（５）受領期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

（６）参加表明書及び企画提案書に記載した配置予定技術者は、原則として変更できない。

ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由による変更で、あらかじめ書面によ

り発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 

（７）参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書を

無効とする。 

（８）応募要領に関する質問がある場合は、令和８年６月２２日（月）までに、書面（様式

任意）により１３の「応募・照会等窓口」に提出すること。 

 

 



１２ 契約等 

（１）本業務に係る契約上限額は、３,３５５,０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

とする。 

（２）本業務に係る契約は、契約候補者と契約の協議が調い次第、企画提案書の見積書の金

額で知事と締結する。ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結がで

きないこともある。 

１３ 応募・照会等窓口 

〒030-8570 青森県青森市長島一丁目１番１号 

青森県農林水産部水産局漁港漁場整備課  

Tel 017-734-9615 Fax 017-734-8167  

担当者 企画・振興グループ 泉田、長谷川、塚尾 

 



（評価基準及び留意事項） 

評価事項 配点 得点

①青森県内での実績が10件以上ある 40

②青森県内での実績が5件以上ある 30

③青森県内での実績が3件以上ある 20

④青森県内での実績が1件以上ある 10

⑤青森県外での実績がある 5

⑥実績が無い 0

①青森県内での実績が5件以上ある 20

②青森県内での実績が3件以上ある 16

③青森県内での実績が1件以上ある 12

④青森県外での実績がある 8

⑤実績が無い 0

①A／Bが0.90以下 20

③A／Bが1.00 0

評価点の合計＝ 80

評価項目 評価基準及び留意事項

１　参加表明者の業

　務実績 過去10年間の

同種業務の実績

※1

国又は地方公共団体

発注の同種業務の実

績の有無
40

２　配置予定主任担当

　者の経験
過去10年間の

同種業務の

担当実績

※1

国又は地方公共団体

発注の同種業務の実

績の有無
20

３　見積額の評価

参加表明者の見積額(A)と

評価基準額(B)の割合で評

価する

但し、割合A/Bは小数3位止

めとし、小数4位を四捨五

入する 20

見積額の評価に

ついて

②A／Bが0.90を超え1.00未満の場合

　得点＝(1－A／B）×20／（1－0.9）

※評価基準額は、3,355千

円（消費税および地方消費

税を含む。）とする。

 

※１ 同種業務とは、「釣獲による造成漁場の整備効果調査」をいう。過去１０年間とは平成２８年度から

令和７年度までをいう。 

 


